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6-1.後写鏡（間接視界）に関する基準（UN-R46 関係） 

 

 

 適用範囲 

○ 自動車（※１）に備える後写鏡 

※１ ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車

室を有しないものを除く。 

 

 改正概要 

○ 車種区分ごとに定められた後写鏡等により確認できなければならない視界範囲に関し、

これまで保安基準に定める範囲に加えて「間接視界に関する協定規則（第 46 号）」

に定める範囲を新たに規定します。（※２）（※３） 

※２ 間接視界に関する協定規則（第 46 号）では、ミラーごとの視界範囲が規定されていますが、

保安基準では、いずれかのミラーにより定められた視界範囲が確認できれば良いこととしま

す。また、我が国が独自に定めている車両の直前直左基準は、引き続き、規定します。 

※３ 車種区分ごとの新たな間接視界は別添のとおり。 

 

○ 歩行者や他の交通との衝突時の衝撃を緩和するため「間接視界に関する協定規則

（第 46 号）」に定める後写鏡の衝撃緩和試験（動的試験）を規定します。 

 

○ その他、後写鏡の取付位置、曲率等について「間接視界に関する協定規則（第 46

号）」に定める要件を規定します。 

 

 

 改正時期 （予定） 

   平成 28 年６月 

 

 適用時期（予定） 

新型車：平成 31 年６月 

継続生産車：平成 33 年６月 
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後写鏡の動的試験（イメージ） 
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